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2021年シンポジウム :「特定行為修了者の看護師としての役割と活動の支援について」

特定行為研修修了者を支援する行政の立場から

月 岡 悦 子† 第75回国立病院総合医学会
（2021年10月23日～11月20日WEB開催）
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要 旨 看護師の特定行為研修制度は，団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け，さらな
る在宅医療等の推進を図るためには，手順書により一定の診療の補助を行う看護師を

計画的に養成するために創設された．制度が開始（平成27年10月）されてから 7 年目を迎え，特
定行為研修修了者（以下，修了者）数は3,307人，指定研修機関数は46都道府県289機関（令和 3
年 8 月時点）となり，年間約3,400人規模の修了者が見込まれるようになった．制度創設後 5 年
目の見直しで創設されたいわゆるパッケージ研修についても，研修を実施している指定研修機関
は134機関となっている．
　特定行為研修の推進に係る支援として，さまざまな事業を展開している．制度の発足時より実
施している研修機関支援事業は，指定研修機関の認定を受けようとしている機関へ，研修開始の
ために必要となる設備経費等を支援する「導入促進支援事業」と，継続した運営をするために必
要となる設備や指導者に係る経費を財政支援する「運営事業」とがある．また，指導者育成事業
では，制度の内容や指導の方法，手順書において看護師が行う病状の確認の範囲等について理解
促進を図り，効率的な指導ができる指導者や指導者リーダーの育成を図る目的で実施されており，
修了者の活動実態や課題を把握するための実態調査・分析事業も実施している．さらに，令和 3
年度より，「看護師の特定行為に係る研修機関の養成力向上支援事業」を新規に展開している．
一方，多くの都道府県において，特定行為研修制度に関する事業の計画や実施について策定され
ている現状である．また，患者が医療機関選択のために活用できるよう，医療広告規制の見直し
が行われたところである．
　看護師の特定行為研修制度に関連した厚生労働科学研究・調査事業も展開している．その結果
から，報酬改定においても特定行為研修が評価されている現状である．厚生労働省では，これか
らも財政支援や調査研究等を通じ，制度を推進して参りたい．
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はじめに

　日本は，諸外国に例をみないスピードで少子高齢
化が進行している．超高齢社会へ突入する2025年，

医療を必要とする人に対し支え手が少ないため，効
果的な医療を効率的に提供することが求められる．
　従来より，医師の信頼を受けて指示のもと医行為
を行う熟練した看護師はすでに存在していたが，今
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